


　　　　　　　　　　　　　
　　今年の納涼祭は、８月２２日（土）、１１：００から　　
　１５：００に開催致します。
　　当日は、和太鼓・盆踊り・きらら職員によるよさこい等、
　多くの催し物をご用意しております。
　　また、夏ならではの屋台も出店致しますので、
　是非、皆様でお楽しみ下さい。

皆様こんにちは！

　５月より介護支援専門員（ケアマネージャー）として就任
しました浜田と申します。

　当施設には今年２月まで介護福祉士として働いており、こ
の度、ケアマネージャーとしての新たな出発をさせて頂くこ
とになりました。

　今まで現場で得た色々な経験を活かして、少しでも多くの
笑顔を頂けるよう努力していきたいと思っております。

どうぞ宜しくお願い致します。
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員　浜田

　　　　　　　　　

　
　５月２２日（金）、リハビリフロアにて、よもぎ蒸しパンを作りました。
　自宅生活を思い出して頂いたり、調理器具を使うことで以前の生活を回想
して頂く為に行うレクで、今回は6名の方が参加されました。三角巾をかぶ
り、エプロンを身に着け、調理手順に従って手際よく体を動かしていらっし
ゃる姿を見ると、ご利用者様がこれまで積み重ねていらっしゃった生活を垣
間見たような気が致します。
　さて、できあがった蒸しパンは皆様でおいしく召し上がって頂き、食べた
後、ご利用者様より「甘納豆を入れてぐっとおいしくなった」、「男性陣が
作った饅頭の方が、よもぎの香りがあっておいしかった」などの声があがり
ました。
　今回参加されたご利用者様が、ご自宅での生活を思い出して頂けたなら、
職員としては嬉しい限りです。

　　　　　　　　　

　６月１６日（火）、父の日レクとして、男性ご利用者様を対象にスナック
レクを実施しました。パブスナックに見立てた飾りをし、フロアレディーに
変身した女性職員と男性職員がノンアルコールのビール、リキュール等を振
る舞いました。
　フロアレディーの至れり尽くせりのおもてなしに加え、スナックでは定番
のカラオケも楽しんでいただきました。「北国の春」、「ふるさと」、「ブ
ルーライトヨコハマ」など、馴染みのある曲を披露したり、デュエットした
り、まるで本当のお店にいるような感覚になった方もいらっしゃったのでは
ないでしょうか。
　父の日に男性ご利用者様に楽しんでいただきたい、という気持ちでスナッ
クレクを開催しましたが、たくさんの笑顔を拝見することができ、スタッフ
一同、幸せな時間をご利用者様と一緒に過ごす事ができました。また機会を
作って開催したいと思います。

　　　　　　　　　

　
　６月１７日（水）、消防訓練を実施致しました。
　今回は通常の消火訓練等に加えＡＥＤの実地訓練も行いまし
た。ＡＥＤの実地訓練では、①救急車を呼ぶ人、②近くのＡＥ
Ｄを持ってくる人、③倒れている人に心臓マッサージを施行し
ＡＥＤ作動する人、の３名１組で行いました。
　ＡＥＤをご存知の方はいらっしゃるかと思いますが、実際に
使用するような状況に遭遇すると慌ててしまい、うまく対処で
きなくなることが考えられます。きららでは、いざという時に
迅速に対処できるよう、全職員が実践を繰り返しております。

　平成２７年８月から介護保険に負担割
合が導入されることとなり、その割合を
証する書類として、要介護（支援）認定
を受けている方全員に対して、各自治体
介護保険課より８月中旬以降、「介護保
険負担割合証」が交付されます（右の見
本をご参照下さい）。
　「介護保険負担割合証」がお手元に届
きましたら弊施設までご持参又はそのコ
ピーをご郵送くださいますよう、よろし
くお願い申し上げます（原本は必ずお手
元に保管ください）。ご提出頂けない場
合には、介護サービスを受けられなくな
る場合がございますのでご注意下さい。
　なお、本件に関する詳細については、
恐れ入りますが、各自治体介護保険課ま
でお問い合わせ下さいますよう、お願い
致します。

　以前よりお知らせして参りましたが、介護保険負担限度額認定証の交
付要件が平成２７年８月より以下の通り変更となります（①②の双方を
満たす必要があります）。

①本人、本人が属する世帯の世帯員及び配偶者（※１）が市町村民税非
課税
②本人及び配偶者の預貯金等（※２）の資産の額の合計が　２，０００
万円以下
（配偶者がいない場合は、本人の預貯金等の資産の額が　　１，０００
万円以下）
※１　住民基本台帳上、世帯が異なる（世帯分離している）配偶者も含
めます。
※２　預貯金（普通・定期）や有価証券等をいいます。

①について
　課税されている方が税更正等により非課税になった場合などで、その
後の時点で申請書を提出することにより、申請日が属する月の初日から
有効な認定証を交付することができます（交付要件②も満たしている場
合に限る）。
②について
　預貯金等の額が変動したことにより基準額を下回った場合は、その後
の時点で申請書を提出することにより、申請日が属する月の初日から有
効な認定証を交付することができます（交付要件①も満たしている場合
に限る）。

※負担限度額認定証は申請月からの適用となり、申請が遅れた場合には
自己負担の軽減が受けられない期間が生じてしまう為、ご注意下さい。

＜負担割合証見本＞

文章を入力してください。


